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業務改善にかかわる課題意識

ポイント

 １）学校のこれまでの業務改善には効果があったのか。

    ２）もしあまり効果がないとすれば、それはなぜか。
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学校の業務改善の時期区分

前半（2006年～2016年）

教職員の負担軽減策としての業務改善

後半（2016年～現在）

学校の働き方改革のもとでの業務改善
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前半の特徴（2006年～2016年）

◆教師の献身性をそのままに業務改善を図る、いわばアク
セルと ブレーキを同時に押し続けた時期。

◆業務改善の取組も限定的。
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後半の特徴（2016年～現在）

◆国による働き方改革のもと、国・教育委員会が率先して
様々な業務改善に取組む時期。

◆教職員の在校等時間に多少の改善はあったが、上限
「月45時間」超に大きな変化のない現状。
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14業務３分類とは
表１ 学校の働き方改革答申が示した14業務３分類

基本的には学校以外が担うべき業務
学校の業務だが、

必ずしも教師が担う必要のない業務
教師の業務だが、

負担軽減の可能な業務

①登下校に関する対応

②放課後から夜間などにおける見回り、
児童生徒が補導されたときの対応
③学校徴収金の徴収・管理
④地域ボランティアとの連絡調査

※その業務の内容に応じて、地方公
共団体や教育委員会、保護者、地域
学校協働活動推進委員や地域ボラ
ンティア等が担うべき。

⑤調査・統計等への回答等
（事務職員等）
⑥児童生徒の休み時間における対応
（輪番・地域ボランティア等）
⑦校内清掃
（輪番・地域ボランティア等）
⑧部活動
（部活指導員等）

※部活動の設置・運営は法令上の義
務ではないが、ほとんどの中学校で
設置、多くの教師が顧問を担わざる
えない実態。

⑨給食時の対応
（学級担任と栄養教諭等との連携）
⑩授業準備
（補助的業務へのサポートスタッフ等）
⑪学習評価と成績処理
（補助的業務へのサポートスタッフ等）
⑫学校行事の準備

（事務職員等との連携、一部外部委託
等）
⑬進路指導

（事務職員や外部人材との連携・協力
等）

⑭支援が必要な児童生徒・家庭への
対応
（専門スタッフとの連携・協力等）
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表２  14業務３分類の連合総研調査と文科省調査の比較

３
分
類

14業務

連合総研調査 文科省調査

移行度

実施度
〈そう思う〉 〈そう思わない〉

〈学
校
以
外
〉

〈①登下校に関する対応〉 49.4 47.8 61.0

〈②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応〉 44.0 45.7 25.8

〈③学校徴収金の徴収・管理〉 46.9 45.9 36.5

〈④地域ボランティアとの連絡調整〉 47.4 44.1 44.6

〈教
師
以
外
〉

〈⑤調査・統計等への回答等〉 32.8 58.7 36.4

〈⑥児童生徒の休み時間における対応〉 25.5 70.4 5.6

〈⑦校内清掃〉 29.1 67.9 16.6

〈⑧部活動〉 31.2 65.3 72.1

〈負
担
軽
減
〉

〈⑨給食時の対応〉 31.6 62.7 21.1

〈⑩授業準備〉 30.0 67.4 16.6

〈⑪学習評価や成績処理〉 23.4 74.0 38.9

〈⑫学校行事の準備・運営〉 28.1 68.6 49.1

〈⑬進路指導〉 23.3 73.8 11.4

〈⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応〉 38.0 59.0 97.2
注）・文科省調査は令和４年度である。
・連合総研調査の〈⑧部活動〉は「部活動のある学校」、〈⑬進路指導〉は「中学校」のデータである。

7

５
年
を
経
て
、

い
ま
だ
半
数
に
満
た
ず

（差が比較的大）



表３  14業務３分類の連合総研調査と教文研調査の比較

３分類 14業務

連合総研調査 教文研調査

移行度 14業務に関係する業務
期待度 注1

〈学校以外〉 〈教師以外〉 〈負担軽減〉

〈学
校
以
外
〉

〈①登下校に関する対応〉 49.4 （略）注２ 49.5 32.7 11.7／17.2

〈②放課後から夜間などにおける見回り、児童
生徒が補導された時の対応〉

44.0 （略） 65.1 18.8 8.0／15.6

〈③学校徴収金の徴収・管理〉 46.9
〈給食費の集金・未納者対応〉
〈学校徴収金の通知・集金・支払い等〉
〈学校徴収金に関する未納者対応〉

86.7
58.6
68.8

10.2
31.2
23.0

2.2／3.0
6.8／9.5
4.5／7.7

〈④地域ボランティアとの連絡調整〉 47.4 （略） 51.5 29.3 13.2／18.0

〈教
師
以
外
〉

〈⑤調査・統計等への回答等〉 32.8 （略） 40.0
33.2 20.8／26.2

〈⑥児童生徒の休み時間における対応〉 25.5 （略） （未実施） （未実施） （未実施）

〈⑦校内清掃〉 29.1
〈清掃指導〉
〈学校の環境整備〉

17.8
55.3

25.4
35.6

28.1／55.4
6.5／8.6

〈⑧部活動〉 31.2
〈活動計画の作成〉
〈技術指導・引率〉
〈大会機関への申請・登録・申し込み〉

39.2
52.1
52.7

29.3
31.1
28.1

20.0／30.4
12.3／16.5
12.8／18.7

〈負
担
軽
減
〉

〈⑨給食時の対応〉 31.6 （略） 24.8 30.1 20.5／43.2

〈⑩授業準備〉 30.0 （略） 11.3 38.3 33.3／49.4

〈⑪学習評価や成績処理〉 23.4
〈テスト問題の印刷・データ入力〉
〈成績一覧表作成など評定以外の業務〉

12.4
12.2

28.9
21.4

35.8／57.7
42.9／65.2

〈⑫学校行事の準備・運営〉 28.1
〈事前準備・当日運営・後片付け〉
〈外部機関との折衝・調整〉

3.9
19.6

17.8
34.2

50.9／76.7
28.6／44.9

〈⑬進路指導〉
23.3

〈進路指導に関する業務〉
〈進学・入試に関する業務〉
〈進路相談・保護者説明会〉

21.0
23.7
17.2

30.8
26.9
28.3

29.8／46.6
28.8／48.1
31.9／53.3

〈⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応〉 38.0
〈児童生徒への対応〉
〈児童生徒、保護者への心理的ケア〉

9.3
32.3

35.4
41.5

30.5／54.0
15.6／25.1

注１神奈川調査の〈負担軽減〉欄は、「〈教師の業務でかつ負担軽減できる業務〉／〈教師の業務〉」を示す。
注２ 神奈川調査では、14業務と同じ内容は（略）で表記した。
注３〈⑧部活動〉は「部活動のある学校」、〈⑬進路指導〉は「中学校」のデータである。 8

49.549.5学校以外 教師以外 業務改善

49.5（%） 32.7 11.7/18.2

教職員の「期待」は、



業務改善が進まない学校の背景
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教職員の多忙化
（主体性の喪失）

献身性
やりがい

横並び主義
同調圧力

教師のいま

固定観念
保守性



業務改善のこれからの在り方

１）国・教育委員会によるトップダウンの改革は効果的。

２）教職員を中心とする業務改善のボトムアップは限界。

３）しかし、学校にボトムアップのような取組がないと、学校

の業務は自然増する。

４）国・教育委員会主導のもとに、学校の協力は必要。
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日教組「緊急提言 持続可能な学校のための７つの提言」2023.7.14
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ご清聴、ありがとうございました。
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